
          公立大学法人大分県立看護科学大学学位規程 
 
                                                 平成１８年 ４月 １日 
                                                           規程第   ６９    号 
 
第１章 総則 
 
（目 的） 
第１条 この規程は、学位規則（昭和２８年文部省令第９号）第１３条、大分県立看護科学 

大学学則第３７条及び大分県立看護科学大学大学院学則第３６条の規定に基づき、大分県 

立看護科学大学（以下「本学」という。）が授与する学位に関し必要な事項を定める。 
 
（学 位） 
第２条  本学において授与する学位は、学士、修士及び博士とする。 
 
第２章 学士の学位 
 
（学士の学位授与の要件） 
第３条 学士の学位は、本学学部を卒業した者に授与する。 
 
（専攻分野の名称） 
第４条 学士の学位を授与するに当たって付記する専攻分野の名称は、看護学とする。   
 
（学士の学位の授与） 
第５条 学長は、学士の学位を授与すべき者に、学位記（第１号様式）を交付する。 
 
第３章 修士の学位 
 
（修士の学位の要件） 
第６条 修士の学位は、本学大学院博士課程（前期）を修了した者に授与する。 
 
（専攻分野の名称） 
第７条 修士の学位を授与するに当たって付記する専攻分野の名称は、看護学専攻において

は看護学とする。 
 
（修士論文の提出） 
第８条 修士の学位を受けようとするときは、修士論文を研究科長に提出しなければならな

い。 
２ 特定の課題についての研究の成果を、前項の修士論文に代えることができる。 
 



（修士論文の審査及び最終試験） 
第９条 研究科長は、修士論文を受理したときは、研究科委員会に審査を付託しなければな 

らない。 
２ 研究科委員会は、付託された修士論文の審査及び最終試験を行うため、研究科委員会で 

指名する主査１名、副主査２名の審査委員からなる審査委員会を設置する。ただし、審査の

ため必要があると認めた場合には、学外の教員等を審査委員に加えることができる。 
３ 審査委員会の委員は教育研究審議会で指名する。 
４ 修士論文の審査は、口頭又は筆答により行う。 
５ 最終試験は、口頭又は筆答により行う。 
６ 最終試験は、修士論文の審査をもって充てることができる。 
 
（審査委員会の報告） 
第１０条 審査委員会は、修士論文の審査及び最終試験の結果について、文書で研究科委員 

会に報告しなければならない。 
 
（修士の学位授与の議決） 
第１１条 研究科委員会は、前条の報告に基づいて審議し、修士の学位授与の可否について

議決する。 
２ 修士の学位を授与するには、出席者の３分の２以上の賛成を必要とする。 
 
（修士の学位の授与） 
第１２条 学長は、前条の議決に基づき、修士の学位を授与すると決定した者に、学位記（第

２号様式）を交付する。修士の学位を授与しないものと決定した者には、その旨を文書で

通知する。 
 
（修士の学位の取消） 
第１３条 修士の学位を授与された者が、不正の方法により当該学位の授与を受けたことが 

判明したとき又はその名誉を汚すと認められる行為をしたときは、学長は研究科委員会の 

議を経て修士の学位を取り消し、学位記を返還させることができる。 
２ 前項の議決は、出席者の３分の２以上の賛成を必要とする。 
 
第４章 博士の学位 
 
（博士の学位の要件） 
第１４条 博士の学位は、本学大学院博士課程（後期）を修了した者に授与する。 
２ 前項に定めるもののほか、本大学院博士課程（後期）に３年以上在学し、特別研究を除

く所定の単位をすべて修得し、かつ、必要な研究指導を受けた者については退学した日から

起算して３年以内であれば、博士論文の提出を認める。博士論文の審査に合格し博士課程（後

期）を修了したものと同等以上の学力を有することを確認した者には、博士の学位を授与す

る。 



 
（専攻分野の名称） 
第１５条 博士の学位を授与するに当たって付記する専攻分野の名称は、看護学専攻におい

ては看護学とし、健康科学専攻においては健康科学とする。 
 
（博士論文の提出） 
第１６条 博士の学位を受けようとするときは、博士論文を研究科長に提出しなければなら 

ない。 
２ 前項の博士論文のうち、看護学専攻研究者コース及び健康科学専攻における構成内容は、

あらかじめ査読のついた学術誌に投稿し、掲載又は受理されている論文１編以上を含むもの

とし、次の各号の要件を満たすものでなければならない。 
（１）すべて筆頭著者であること。 
（２）博士論文は、査読付きの学術論文であること。査読付きの学術論文とは原著論文以外

に、総説、研究報告、技術実践報告、事例（症例）報告、資料と分類された論文を含

める。 
 
（博士論文の審査及び最終試験） 
 第１７条  研究科長は、博士論文を受理したときは、研究科委員会に審査を付託しなけれ 

ばならない。 
２ 研究科委員会は、付託された博士論文の審査及び最終試験を行うため、研究科委員会で 

指名する主査１名、副主査２名の審査委員からなる審査委員会を設置する。ただし、審査の

ため必要があると認めた場合には、学外の教員等を審査委員に加えることができる。 
３ 審査委員会の委員は教育研究審議会で指名する。  
４ 博士論文の審査は、口頭又は筆答により行う。 
５ 最終試験は、口頭又は筆答により行う。 
６ 最終試験は、博士論文の審査をもって充てることができる。 
 
（審査委員会の報告） 
第１８条 審査委員会は、博士論文の審査及び最終試験の結果について、文書で研究科委員 

会に報告しなければならない。 
 
（博士の学位授与の議決） 
第１９条 研究科委員会は、前条の報告に基づいて審議し、博士の学位授与の可否について 

議決する。 
２ 博士の学位を授与するには、出席者の３分の２以上の賛成を必要とする。 
 
 
（博士の学位の授与） 
第２０条 学長は、前条の報告に基づき、博士の学位を授与すると決定した者に、学位記（第

３号様式）を交付する。博士の学位を授与しないものと決定した者には、その旨を文書で



通知する。 
２ 前項の規定により博士の学位を授与したときは、学位簿に登録し、文部科学大臣に報告 

するものとする。 
 
（博士論文の要旨等の公表） 
第２１条 本学は、博士の学位を授与したときは、学位を授与した日から３月以内に、その 

博士論文の内容の要旨及び審査の結果の要旨を公表するものとする。 
 
（博士論文の公表） 
第２２条 博士の学位を授与された者は、学位を授与された日から１年以内に、その博士論 

文を印刷公表しなければならない。ただし、当該学位を授与される前に既に印刷公表したと

きは、この限りでない。 
 
（博士の学位の取消） 
第２３条 第１６条の規定は、博士の学位の場合に準用する。 
 
第５章 補 足 
 
（学位の名称の使用） 
第２４条 学位の授与を受けた者が学位の名称を用いるときは、当該学位名に「大分県立看 

護科学大学」の名称を付記しなければならない。 
 
（その他） 
第２５条 この規程に定めるもののほか、学士の学位に関し必要な事項は教授会で、修士及 

び博士の学位に関し必要な事項は、研究科委員会で定める。 
 
 附  則 
  この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 
 
 附  則 
  この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 
 
 附  則 
  この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 
 
附  則 

  この規程は、平成２７年７月１日から施行する。 
 
附  則 

  この規程は、令和４年１０月１日から施行する。 



 
附  則 

  この規程は、令和７年４月１日から施行する。 
 
 附  則 
  この規程は、令和７年１０月１日から施行する。 
 
 附  則 
  この規程は、令和８年４月１日から施行する。 
 



第１号様式（第５条関係） 

                                                             第      号 
 
 
 
                      卒 業 証 書 
 

                      学  位  記 
 

 

  
  大学印 
 
 

 

                                氏       名 
 

                                年 月 日 生 
 

 
 
 

          本学看護学部看護学科所定の 
 

     課 程 を 修 め て 本 学 を 卒 業 し た 
 

   こ と を 認 め 学 士 （ 看 護 学 ） の 
 

   学位を授与する。   
 
 

          年  月  日 
 
 

        大分県立看護科学大学長 氏  名 
 

 

  学長印 
 

 
 
 
 
 



第２号様式（第１２条関係） 

                                                             第      号 
 
 
 

                       学  位  記 
 
 

 

  
  大学印 
 
 

 

                                氏       名 
 

                                年 月 日 生 
 

 
 
 

          本 学 大 学 院 看 護 学 研 究 科 の 
 

     博 士 課 程 （ 前 期 ） を 修 了 
 

   し たので修 士（○○ ○学） の 
 

     学 位 を 授 与 す る 。   
 
 
 

          年  月  日 
           
 

         大分県立看護看護大学長 氏  名 
 

 

  学長印 
 

 
 
 
 
 



第３号様式（第２０条関係） 

                                                             第      号 
 
 
 

                       学  位  記 
 
 

 

  
  大学印 
 
 

 

                                氏       名 
 

                                年 月 日 生 
 

 
 
 

          本 学 大 学 院 看 護 学 研 究 科 の 
 

     博 士 課 程 （ 後 期 ） を 修 了 
 

   し たので博 士（○○ ○学） の 
 

     学 位 を 授 与 す る 。   
 
 
 

          年  月  日 
           
 

          大分県立看護科学大学長 氏  名 
 

 

  学長印 
 

 


